
文
化
財
の
不
法
な
輸
入
、
輸
出
及
び
所
有
権
移
転
を
禁
止
し
及
び
防
止
す

る
手
段
に
関
す
る
条
約



文
化
財
の
不
法
な
輸
入
、
輸
出
及
び
所
有
権
移
転
を
禁
止
し
及
び
防
止
す
る
手
段
に
関
す
る
条
約

国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
の
総
会
は
、
千
九
百
七
十
年
十
月
十
二
日
か
ら
十
一
月
十
四
日
ま
で
パ
リ
に
お
い
て
そ
の
第

十
六
回
会
期
と
し
て
会
合
し
、

総
会
の
第
十
四
回
会
期
に
お
い
て
採
択
し
た
文
化
に
関
す
る
国
際
協
力
の
原
則
に
関
す
る
宣
言
の
重
要
性
を
想
起
し
、

科
学
的
、
文
化
的
及
び
教
育
的
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
る
文
化
財
の
諸
国
間
の
交
流
に
よ
り
、
人
類
の
文
明
に
関
す
る
知
識

が
増
大
し
、
す
べ
て
の
人
民
の
文
化
的
な
生
活
が
豊
か
に
な
り
並
び
に
諸
国
間
が
相
互
に
尊
重
し
及
び
評
価
す
る
よ
う
に
な
る

こ
と
を
考
慮
し
、

文
化
財
が
文
明
及
び
国
の
文
化
の
基
本
的
要
素
の
一
で
あ
る
こ
と
並
び
に
文
化
財
の
真
価
は
そ
の
起
源
、
歴
史
及
び
伝
統
に

つ
い
て
の
で
き
る
限
り
十
分
な
情
報
に
基
づ
い
て
の
み
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、

自
国
の
領
域
内
に
存
在
す
る
文
化
財
を
盗
難
、
盗
掘
及
び
不
法
な
輸
出
の
危
険
か
ら
保
護
す
る
こ
と
が
各
国
の
義
務
で
あ
る

こ
と
を
考
慮
し
、

こ
れ
ら
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
、
各
国
が
自
国
及
び
他
の
す
べ
て
の
国
の
文
化
遺
産
を
尊
重
す
る
道
義
的
責
任
を
一
層
認

一



識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、

文
化
施
設
と
し
て
の
博
物
館
、
図
書
館
及
び
公
文
書
館
が
世
界
的
に
認
め
ら
れ
た
道
義
上
の
原
則
に
従
っ
て
収
集
を
行
う
こ

と
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、

国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
は
国
際
条
約
を
関
係
諸
国
に
勧
告
す
る
こ
と
に
よ
り
諸
国
間
の
理
解
の
促
進
を
図
る
こ
と
を

そ
の
任
務
の
一
と
し
て
い
る
が
、
文
化
財
の
不
法
な
輸
入
、
輸
出
及
び
所
有
権
移
転
は
こ
の
諸
国
間
の
理
解
の
障
害
と
な
る
こ

と
を
考
慮
し
、

文
化
遺
産
の
保
護
は
、
各
国
の
国
内
に
お
い
て
、
か
つ
、
諸
国
間
で
緊
密
に
協
力
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
の
み
効
果
的
に
行

わ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、

国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
の
総
会
が
千
九
百
六
十
四
年
に
こ
の
趣
旨
の
勧
告
を
採
択
し
た
こ
と
を
考
慮
し
、

総
会
の
第
十
六
回
会
期
の
議
事
日
程
の
第
十
九
議
題
で
あ
る
文
化
財
の
不
法
な
輸
入
、
輸
出
及
び
所
有
権
移
転
を
禁
止
し
及

び
防
止
す
る
手
段
に
関
す
る
新
た
な
提
案
を
受
け
、

総
会
の
第
十
五
回
会
期
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が
国
際
条
約
の
対
象
と
な
る
べ
き
こ
と
を
決
定
し
て
、

こ
の
条
約
を
千
九
百
七
十
年
十
一
月
十
四
日
に
採
択
す
る
。

二



第
一
条

こ
の
条
約
の
適
用
上
、
「
文
化
財
」
と
は
、
宗
教
的
理
由
に
よ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
各
国
が
考
古
学
上
、
先
史
学
上
、
史

学
上
、
文
学
上
、
美
術
上
又
は
科
学
上
重
要
な
も
の
と
し
て
特
に
指
定
し
た
物
件
で
あ
っ
て
、
次
の
分
類
に
属
す
る
も
の
を
い

う
。（a）

動
物
学
上
、
植
物
学
上
、
鉱
物
学
上
又
は
解
剖
学
上
希
少
な
収
集
品
及
び
標
本
並
び
に
古
生
物
学
上
関
心
の
対
象
と
な

る
物
件

（b）

科
学
技
術
史
、
軍
事
史
、
社
会
史
そ
の
他
の
歴
史
、
各
国
の
指
導
者
、
思
想
家
、
科
学
者
又
は
芸
術
家
の
生
涯
及
び
各

国
の
重
大
な
事
件
に
関
す
る
物
件

（c）

正
規
の
発
掘
、
盗
掘
そ
の
他
の
考
古
学
上
の
発
掘
又
は
考
古
学
上
の
発
見
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
物
件

（d）

美
術
的
若
し
く
は
歴
史
的
記
念
工
作
物
又
は
分
断
さ
れ
た
考
古
学
的
遺
跡
の
部
分

（e）

製
作
後
百
年
を
超
え
る
古
代
遺
物
（
例
え
ば
、
金
石
文
、
貨
幣
、
刻
印
）

（f）

民
族
学
的
関
心
の
対
象
と
な
る
物
件

（g）

美
術
的
関
心
の
対
象
と
な
る
物
件
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
次
の
（i）
か
ら
（iv）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

三



（i）

肉
筆
の
書
画
（
画
布
及
び
材
料
を
問
わ
な
い
も
の
と
し
、
意
匠
及
び
手
作
業
で
装
飾
し
た
加
工
物
を
除
く
。
）

（ii）

彫
刻
、
塑
像
、
鋳
像
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
美
術
品
（
材
料
を
問
わ
な
い
。
）

（iii）

銅
版
画
、
木
版
画
、
石
版
画
そ
の
他
の
版
画

（iv）

美
術
的
に
構
成
し
又
は
合
成
し
た
物
件
（
材
料
を
問
わ
な
い
。
）

（h）

単
独
で
又
は
一
括
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
特
別
な
関
心
（
歴
史
的
、
美
術
的
、
科
学
的
、
文
学
的
そ
の
他
の
関
心
）
の
対

象
と
な
る
希
少
な
手
書
き
文
書
、
イ
ン
キ
ュ
ナ
ブ
ラ
、
古
い
書
籍
、
文
書
及
び
出
版
物

（i）

単
独
の
又
は
一
括
さ
れ
た
郵
便
切
手
、
収
入
印
紙
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
件

（j）

音
声
、
写
真
又
は
映
画
に
よ
る
記
録
そ
の
他
の
記
録

（k）

古
い
楽
器
及
び
製
作
後
百
年
を
超
え
る
家
具

第
二
条

１
　
締
約
国
は
、
文
化
財
の
不
法
な
輸
入
、
輸
出
及
び
所
有
権
移
転
が
当
該
文
化
財
の
原
産
国
の
文
化
遺
産
を
貧
困
化
さ
せ
る

主
要
な
原
因
の
一
で
あ
る
こ
と
並
び
に
国
際
協
力
が
こ
れ
ら
の
不
法
な
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
あ
ら
ゆ
る
危
険
か
ら
各
国
の

文
化
財
を
保
護
す
る
た
め
の
最
も
効
果
的
な
手
段
の
一
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

四



２
　
締
約
国
は
、
こ
の
た
め
、
自
国
の
と
り
得
る
手
段
、
特
に
、
不
法
な
輸
入
、
輸
出
及
び
所
有
権
移
転
の
原
因
を
除
去
し
、

現
在
行
わ
れ
て
い
る
行
為
を
停
止
さ
せ
並
び
に
必
要
な
回
復
を
行
う
た
め
に
援
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
法
な
輸
入
、
輸
出

及
び
所
有
権
移
転
を
阻
止
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

第
三
条

締
約
国
が
こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
と
る
措
置
に
反
し
て
行
わ
れ
た
文
化
財
の
輸
入
、
輸
出
又
は
所
有
権
移
転
は
、
不
法
と
す

る
。

第
四
条

こ
の
条
約
の
適
用
上
、
締
約
国
は
、
次
の
種
類
の
文
化
財
が
各
国
の
文
化
遺
産
を
成
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

（a）

各
国
の
国
民
（
個
人
で
あ
る
か
集
団
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。
）
の
才
能
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
文
化
財
、
及
び
各
国

の
領
域
内
に
居
住
す
る
外
国
人
又
は
無
国
籍
者
に
よ
り
そ
の
領
域
内
で
創
造
さ
れ
た
文
化
財
で
あ
っ
て
当
該
国
に
と
っ
て

重
要
な
も
の

（b）

各
国
の
領
域
内
で
発
見
さ
れ
た
文
化
財

（c）

考
古
学
、
民
族
学
又
は
自
然
科
学
の
調
査
団
が
そ
の
原
産
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
の
同
意
を
得
て
取
得
し
た
文
化
財

五



（d）

自
由
な
合
意
に
基
づ
い
て
交
換
さ
れ
た
文
化
財

（e）

そ
の
原
産
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
の
同
意
を
得
て
、
贈
与
さ
れ
又
は
合
法
的
に
購
入
し
た
文
化
財

第
五
条

締
約
国
は
、
次
の
任
務
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
十
分
な
数
の
適
格
な
職
員
を
有
す
る
一
又
は
二
以
上
の
文
化
遺
産
の

保
護
の
た
め
の
国
内
機
関
が
ま
だ
存
在
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
自
国
に
と
っ
て
適
当
な
と
き
は
、
不
法
な
輸
入
、
輸
出
及
び

所
有
権
移
転
か
ら
文
化
財
を
保
護
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
国
内
機
関
を
自
国
の
領
域
内
に
設
置
す
る
こ
と

を
約
束
す
る
。

（a）

文
化
遺
産
の
保
護
、
特
に
、
重
要
な
文
化
財
の
不
法
な
輸
入
、
輸
出
及
び
所
有
権
移
転
の
防
止
を
確
保
す
る
た
め
の
法

令
案
の
作
成
に
貢
献
す
る
こ
と
。

（b）

自
国
の
保
護
物
件
目
録
に
基
づ
き
、
重
要
な
公
私
の
文
化
財
で
あ
っ
て
そ
の
輸
出
に
よ
り
自
国
の
文
化
遺
産
を
著
し
く

貧
困
化
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
一
覧
表
を
作
成
し
及
び
常
時
最
新
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

（c）

文
化
財
の
保
存
及
び
展
示
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
科
学
技
術
に
係
る
施
設
（
博
物
館
、
図
書
館
、
公
文
書
館
、
研

究
所
、
作
業
場
等
）
の
発
展
又
は
設
置
を
促
進
す
る
こ
と
。

六



（d）

考
古
学
上
の
発
掘
の
管
理
を
組
織
的
に
行
い
、
あ
る
種
の
文
化
財
の
現
地
保
存
を
確
保
し
、
及
び
将
来
の
考
古
学
的
研

究
の
た
め
に
保
存
さ
れ
た
地
区
を
保
護
す
る
こ
と
。

（e）

関
係
者
（
博
物
館
の
管
理
者
、
収
集
家
、
古
物
商
等
）
の
た
め
に
、
こ
の
条
約
に
定
め
る
倫
理
上
の
原
則
に
従
っ
て
規

則
を
定
め
、
そ
の
規
則
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

（f）

す
べ
て
の
国
の
文
化
遺
産
に
対
す
る
尊
重
を
促
し
及
び
育
成
す
る
た
め
の
教
育
的
措
置
を
と
り
、
並
び
に
こ
の
条
約
の

規
定
に
関
す
る
知
識
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
。

（g）

文
化
財
の
い
ず
れ
か
が
亡
失
し
た
場
合
に
は
、
適
切
に
公
表
す
る
こ
と
。

第
六
条

締
約
国
は
、
次
の
こ
と
を
約
束
す
る
。

（a）

当
該
文
化
財
の
輸
出
が
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
輸
出
国
が
明
記
す
る
適
当
な
証
明
書
を
導
入
す
る
こ
と
。
こ

の
証
明
書
は
、
規
則
に
従
っ
て
輸
出
さ
れ
る
文
化
財
の
す
べ
て
の
物
件
に
添
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（b）

（a）
に
規
定
す
る
輸
出
許
可
に
つ
い
て
の
証
明
書
が
添
付
さ
れ
な
い
限
り
、
文
化
財
が
自
国
の
領
域
か
ら
輸
出
さ
れ
る
こ

と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

七



（c）

（b）
に
規
定
す
る
禁
止
を
適
当
な
手
段
に
よ
り
、
特
に
、
文
化
財
を
輸
出
し
又
は
輸
入
す
る
可
能
性
の
あ
る
者
に
対
し
て

公
表
す
る
こ
と
。

第
七
条

締
約
国
は
、
次
の
こ
と
を
約
束
す
る
。

（a）

自
国
の
領
域
内
に
所
在
す
る
博
物
館
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
が
他
の
締
約
国
を
原
産
国
と
す
る
文
化
財
で
あ
っ
て

こ
の
条
約
が
関
係
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後
に
不
法
に
輸
出
さ
れ
た
も
の
を
取
得
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
国

内
法
に
従
っ
て
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。
こ
の
条
約
が
こ
れ
ら
の
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後
に
当
該
文
化
財
の
原

産
国
で
あ
る
締
約
国
か
ら
不
法
に
持
ち
出
さ
れ
た
文
化
財
の
提
供
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
原
産
国
に
対
し
、

で
き
る
限
り
そ
の
旨
を
通
報
す
る
こ
と
。

（b）
（i）

他
の
締
約
国
の
領
域
内
に
所
在
す
る
博
物
館
、
公
共
の
記
念
工
作
物
（
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な

い
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
か
ら
こ
の
条
約
が
関
係
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後
に
盗
取
さ
れ
た
文
化
財

（
当
該
施
設
の
所
蔵
品
目
録
に
属
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
輸
入
を
禁
止
す
る
こ
と
。

（ii）

原
産
国
で
あ
る
締
約
国
が
要
請
す
る
場
合
に
は
、
（i）
に
規
定
す
る
文
化
財
で
あ
っ
て
こ
の
条
約
が
関
係
国
に
つ

八



い
て
効
力
を
生
じ
た
後
に
輸
入
さ
れ
た
も
の
を
回
復
し
及
び
返
還
す
る
た
め
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
。
た
だ
し
、
要

請
を
行
う
締
約
国
が
当
該
文
化
財
の
善
意
の
購
入
者
又
は
当
該
文
化
財
に
対
し
て
正
当
な
権
原
を
有
す
る
者
に
対
し
適

正
な
補
償
金
を
支
払
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
回
復
及
び
返
還
の
要
請
は
、
外
交
機
関
を
通
じ
て
行
う
。
要
請
を
行
う

締
約
国
は
、
回
復
及
び
返
還
に
つ
い
て
の
権
利
を
確
立
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
証
拠
資
料
を
自
国
の
負
担

で
提
出
す
る
。
締
約
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
返
還
さ
れ
る
文
化
財
に
対
し
関
税
そ
の
他
の
課
徴
金
を
課
し
て

は
な
ら
な
い
。
文
化
財
の
返
還
及
び
引
渡
し
に
係
る
す
べ
て
の
経
費
は
、
要
請
を
行
う
締
約
国
が
負
担
す
る
。

第
八
条

締
約
国
は
、
第
六
条
（b）
及
び
前
条
（b）
に
定
め
る
禁
止
に
関
す
る
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
に
対

し
、
刑
罰
又
は
行
政
罰
を
科
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

第
九
条

考
古
学
上
又
は
民
族
学
上
の
物
件
の
略
奪
に
よ
り
自
国
の
文
化
遺
産
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
締
約
国
は
、
影
響
を
受
け

る
他
の
締
約
国
に
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
締
約
国
は
、
国
際
的
に
協
調
し
て
行
わ
れ
る
努
力
で

あ
っ
て
、
必
要
な
具
体
的
措
置
（
個
別
の
物
件
の
輸
出
、
輸
入
及
び
国
際
取
引
の
規
制
等
）
を
決
定
し
及
び
実
施
す
る
た
め
の
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も
の
に
参
加
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
各
関
係
国
は
、
合
意
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
要
請
を
行
う
国
の
文
化
遺
産
が
回
復
し
難

い
損
傷
を
受
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
実
行
可
能
な
範
囲
内
で
暫
定
措
置
を
と
る
。

第
十
条

締
約
国
は
、
次
の
こ
と
を
約
束
す
る
。

（a）

教
育
、
情
報
提
供
及
び
監
視
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
締
約
国
か
ら
不
法
に
持
ち
出
さ
れ
た
文
化
財
の
移
動
を
制
限
す
る

こ
と
。
ま
た
、
自
国
に
と
っ
て
適
当
な
場
合
に
は
、
文
化
財
の
各
物
件
ご
と
の
出
所
、
供
給
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に

売
却
し
た
各
物
件
の
特
徴
及
び
価
格
を
記
録
し
た
台
帳
を
常
備
す
る
こ
と
並
び
に
文
化
財
の
買
手
に
対
し
当
該
文
化
財
に

つ
い
て
輸
出
禁
止
の
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
旨
を
知
ら
せ
る
こ
と
を
古
物
商
に
義
務
付
け
る
こ
と
。
こ
の
義
務
に

違
反
し
た
者
に
は
、
刑
罰
又
は
行
政
罰
を
科
す
る
。

（b）

文
化
財
の
価
値
並
び
に
盗
取
、
盗
掘
及
び
不
法
な
輸
出
が
文
化
遺
産
に
も
た
ら
す
脅
威
に
つ
き
教
育
を
通
じ
て
国
民
に

認
識
さ
せ
及
び
そ
の
よ
う
な
認
識
を
高
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

第
十
一
条

外
国
に
よ
る
国
土
占
領
に
直
接
又
は
間
接
に
起
因
す
る
強
制
的
な
文
化
財
の
輸
出
及
び
所
有
権
移
転
は
、
不
法
で
あ
る
と
み

一
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な
す
。

第
十
二
条

締
約
国
は
、
自
国
が
国
際
関
係
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
領
域
内
に
存
在
す
る
文
化
遺
産
を
尊
重
す
る
も
の
と
し
、
当
該
領

域
に
お
け
る
文
化
財
の
不
法
な
輸
入
、
輸
出
及
び
所
有
権
移
転
を
禁
止
し
及
び
防
止
す
る
た
め
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と

る
。

第
十
三
条

締
約
国
は
、
ま
た
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
次
の
こ
と
を
約
束
す
る
。

（a）

文
化
財
の
不
法
な
輸
入
又
は
輸
出
を
促
す
お
そ
れ
の
あ
る
所
有
権
移
転
を
す
べ
て
の
適
当
な
手
段
に
よ
っ
て
防
止
す
る

こ
と
。

（b）

不
法
に
輸
出
さ
れ
た
文
化
財
が
そ
の
正
当
な
所
有
者
に
で
き
る
限
り
速
や
か
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め

に
自
国
の
権
限
の
あ
る
機
関
が
協
力
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

（c）

亡
失
し
若
し
く
は
盗
取
さ
れ
た
文
化
財
の
物
件
の
正
当
な
所
有
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
提
起
す
る
当
該
物
件
の
回
復
の

訴
え
を
認
め
る
こ
と
。

一
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（d）

各
締
約
国
が
特
定
の
文
化
財
に
つ
い
て
譲
渡
を
禁
止
し
、
そ
の
結
果
当
然
に
輸
出
も
禁
止
す
る
も
の
と
し
て
分
類
し
及

び
宣
言
す
る
こ
と
は
当
該
締
約
国
の
奪
い
得
な
い
権
利
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
並
び
に
当
該
文
化
財
が
輸
出
さ
れ
た
場
合

に
は
当
該
締
約
国
が
そ
れ
を
回
復
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
こ
と
。

第
十
四
条

締
約
国
は
、
不
法
な
輸
出
を
防
止
し
及
び
こ
の
条
約
の
実
施
に
よ
っ
て
生
ず
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
、
文
化
遺
産
の
保
護

に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
国
内
機
関
に
対
し
で
き
る
限
り
十
分
な
予
算
を
配
分
す
る
も
の
と
し
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の

た
め
の
基
金
を
設
立
す
べ
き
で
あ
る
。

第
十
五
条

こ
の
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
こ
の
条
約
が
関
係
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
前
に
そ
の
理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
原
産

国
の
領
域
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
文
化
財
の
返
還
に
関
し
、
締
約
国
の
間
で
特
別
の
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
既
に
締
結
し

た
協
定
の
実
施
を
継
続
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
十
六
条

締
約
国
は
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
の
総
会
が
決
定
す
る
期
限
及
び
様
式
で
同
総
会
に
提
出
す
る
定
期
報
告
に
お
い

一
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て
、
こ
の
条
約
を
適
用
す
る
た
め
に
自
国
が
と
っ
た
立
法
措
置
、
行
政
措
置
そ
の
他
の
措
置
及
び
こ
の
分
野
で
得
た
経
験
の
詳

細
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
。

第
十
七
条

１
　
締
約
国
は
、
特
に
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
の
技
術
援
助
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（a）

情
報
提
供
及
び
教
育

（b）

協
議
及
び
専
門
家
の
助
言

（c）

調
整
及
び
あ
っ
せ
ん

２
　
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
は
、
文
化
財
の
不
法
な
移
動
に
関
す
る
問
題
に
つ
き
、
自
発
的
に
調
査
研
究
を
行
い
及
び

研
究
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
は
、
こ
の
た
め
、
権
限
の
あ
る
非
政
府
機
関
の
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
は
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
し
、
締
約
国
に
対
し
自
発
的
に
提
案
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

５
　
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
し
て
現
に
係
争
中
の
少
な
く
と
も
二
の
締
約
国
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
国
際
連
合
教
育
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科
学
文
化
機
関
は
、
当
該
締
約
国
間
の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条

こ
の
条
約
は
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
及
び
ス
ペ
イ
ン
語
に
よ
り
作
成
す
る
。

第
十
九
条

１
　
こ
の
条
約
は
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
の
加
盟
国
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
自
国
の
憲
法
上
の
手
続
に
従
っ
て
批
准
さ

れ
又
は
受
諾
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
批
准
書
又
は
受
諾
書
は
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
事
務
局
長
に
寄
託
す
る
。

第
二
十
条

１
　
こ
の
条
約
は
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
の
非
加
盟
国
で
同
機
関
の
執
行
委
員
会
が
招
請
す
る
す
べ
て
の
国
に
よ
る

加
入
の
た
め
に
開
放
し
て
お
く
。

２
　
加
入
は
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
事
務
局
長
に
加
入
書
を
寄
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

第
二
十
一
条

こ
の
条
約
は
、
三
番
目
の
批
准
書
、
受
諾
書
又
は
加
入
書
が
寄
託
さ
れ
た
日
の
後
三
箇
月
で
、
そ
の
寄
託
の
日
以
前
に
批
准

一
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書
、
受
諾
書
又
は
加
入
書
を
寄
託
し
た
国
に
つ
い
て
の
み
効
力
を
生
ず
る
。
こ
の
条
約
は
、
そ
の
他
の
国
に
つ
い
て
は
、
そ
の

批
准
書
、
受
諾
書
又
は
加
入
書
の
寄
託
の
日
の
後
三
箇
月
で
効
力
を
生
ず
る
。

第
二
十
二
条

締
約
国
は
、
自
国
の
本
土
領
域
の
み
で
な
く
、
自
国
が
国
際
関
係
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
す
べ
て
の
領
域
に
つ
い
て
も
こ

の
条
約
を
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
締
約
国
は
、
こ
れ
ら
の
領
域
に
つ
い
て
の
こ
の
条
約
の
適
用
を
確
保
す
る
た
め
、
批

准
、
受
諾
又
は
加
入
の
時
ま
で
に
こ
れ
ら
の
領
域
の
政
府
又
は
他
の
権
限
の
あ
る
当
局
と
必
要
に
応
じ
て
協
議
す
る
こ
と
を
約

束
し
、
ま
た
、
こ
の
条
約
を
適
用
す
る
領
域
を
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
事
務
局
長
に
通
告
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
こ

の
通
告
は
、
そ
の
受
領
の
日
の
後
三
箇
月
で
効
力
を
生
ず
る
。

第
二
十
三
条

１
　
締
約
国
は
、
自
国
に
つ
い
て
又
は
自
国
が
国
際
関
係
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
領
域
に
つ
い
て
、
こ
の
条
約
を
廃
棄
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
廃
棄
は
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
事
務
局
長
に
寄
託
す
る
文
書
に
よ
り
通
告
す
る
。

３
　
廃
棄
は
、
廃
棄
書
の
受
領
の
後
十
二
箇
月
で
効
力
を
生
ず
る
。

一
五



第
二
十
四
条

国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
事
務
局
長
は
、
同
機
関
の
加
盟
国
及
び
第
二
十
条
に
規
定
す
る
同
機
関
の
非
加
盟
国
並
び
に

国
際
連
合
に
対
し
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
に
規
定
す
る
す
べ
て
の
批
准
書
、
受
諾
書
及
び
加
入
書
の
寄
託
並
び
に
前
二
条

に
そ
れ
ぞ
れ
規
定
す
る
通
告
及
び
廃
棄
を
通
報
す
る
。

第
二
十
五
条

１
　
こ
の
条
約
は
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
の
総
会
に
お
い
て
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
改
正
は
、
改
正
条
約

の
当
事
国
と
な
る
国
の
み
を
拘
束
す
る
。

２
　
総
会
が
こ
の
条
約
の
全
部
又
は
一
部
を
改
正
す
る
条
約
を
新
た
に
採
択
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
改
正
条
約
に
別
段
の
規
定

が
な
い
限
り
、
批
准
、
受
諾
又
は
加
入
の
た
め
の
こ
の
条
約
の
開
放
は
、
そ
の
改
正
条
約
が
効
力
を
生
ず
る
日
に
終
止
す

る
。

第
二
十
六
条

こ
の
条
約
は
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
事
務
局
長
の
要
請
に
よ
り
、
国
際
連
合
憲
章
第
百
二
条
の
規
定
に
従
っ
て
、

国
際
連
合
事
務
局
に
登
録
す
る
。
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千
九
百
七
十
年
十
一
月
十
七
日
に
パ
リ
で
、
総
会
の
第
十
六
回
会
期
の
議
長
及
び
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
事
務
局
長

の
署
名
を
有
す
る
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。
こ
れ
ら
の
本
書
は
、
同
機
関
に
寄
託
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
認
証
謄
本
は
、
第
十

九
条
及
び
第
二
十
条
に
規
定
す
る
す
べ
て
の
国
並
び
に
国
際
連
合
に
送
付
す
る
。

以
上
は
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
の
総
会
が
、
パ
リ
で
開
催
さ
れ
て
千
九
百
七
十
年
十
一
月
十
四
日
に
閉
会
を
宣
言

さ
れ
た
そ
の
第
十
六
回
会
期
に
お
い
て
、
正
当
に
採
択
し
た
条
約
の
真
正
な
本
文
で
あ
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
我
々
は
、
千
九
百
七
十
年
十
一
月
十
七
日
に
署
名
し
た
。

総
会
議
長

ア
テ
ィ
リ
オ
・
デ
ロ
ロ
・
マ
イ
ニ

事
務
局
長
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ル
ネ
・
マ
ウ
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